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    静岡市温泉浴場条例の一部改正について 
 

 静岡市温泉浴場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   静岡市温泉浴場条例の一部を改正する条例 

 静岡市温泉浴場条例（平成15年静岡市条例第192号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「1,000円」を「1,040円」に、「500円」を「520円」に改める。 

別表第２中「4,000円」を「4,190円」に、「1,500円」を「1,570円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の静岡市温泉浴場条例別表第１及び別表第２の規定に基づく同条例

第２条に規定する温泉浴場の利用料金の設定は、この条例の施行の日前においてもこれを行

うことができる。 

 


